
　　　　第３号議案

令7年度　事　業　計　画

      燕西蒲地区には、現在約１万台弱の動力プレス機械が稼働していると推計されて
　　おり、その実態を踏まえ、厚生労働省が推奨する「プレス災害防止対策要綱」に基
　　づき、下記事業を実施する。

    (1) 新潟労働局長登録の「動力プレス機械特定自主検査業者」として信頼性のある
        検査を実施し、検査基準に不適合な箇所の早期発見と補修を行う。

    (2) 検査の実施と並行してプレス作業の現場における安全指導(プレス作業従事者
を
        含む)を実施する。
    (3) プレス機械、加工作業に応じた安全囲、安全装置の選択指導を行う。また、求
        めに応じてそれらのメ－カ－との直接取引による斡旋、責任取付け、迅速な補
        修を行う。

    (4) プレス加工作業の本質安全化を指向した適切な指導を行う。

    (5) プレス作業の災害防止、不良品発生防止等の徹底を図るため多面的な効果を持
　　　　つ「作業手順書」について、代表的なプレス作業のモデルを作成しその普及を
　　　　促す。

          ① 玉掛け技能講習その他（実施機関－新潟県労働基準協会連合会）

　　　（1）  新潟労働局長登録のプレス機械作業主任者技能講習機関としての当協会が
　　　　　　実施するもの

　　　　　① プレス機械作業主任者技能講習

　　　　　④ 局所排気装置等定期自主検査者養成教育
       (3) 他の機関が実施する諸講習問い合わせへの情報提供

       燕市周辺地域の産業には、金属研磨作業、有機溶剤作業、特定化学物質取扱作
業
　　 が多く、必然的に局所排気装置、粉じん装置等の設置も多い。これらの装置は、
   　労働関係法令により１年以内ごとに１回の定期自主検査を行うよう事業主に義務
 　　付けられているが、検査機器、検査要員の確保が隘路となり、その実施が困難を
　　 きたしている状況に鑑み、当協会では求めに応じて局所排気装置等検査員を派遣
　　 し、法令に定める検査内容に則った定期自主検査の代行を行い、良好な作業環境
　　 の形成を促進し作業従事者の健康確保に努める。

　　    視聴覚教育施設の完備している産業安全衛生会館の有効活用をはかり、次のと
　　　おり安全衛生教育を実施する。

　　　　　② ホイスト式クレ－ン（５トン未満）の運転業務の特別教育
　　　　　③ 雇入れ時、その他の安全衛生教育

　　　　　③ 特定化学物質等作業主任者技能講習（同  上)
　　　　　② 有機溶剤作業主任者（実施機関－新潟県労働衛生医学協会）

　　　　　④ 粉じん作業従事者特別教育（実施機関－新潟県労働衛生医学協会）
　　　　　⑤ 有機溶剤作業従事者衛生教育（同  上）

　１.プレス災害防止活動の推進

　２. 局所排気装置等定期自主検査代行事業の推進

 　３. 安全衛生教育の実施

       (2) 労働安全衛生法に基づき事業主に代わり当協会が実施する特別教育

          ① プレス金型の取付け、取外し調整等の業務の特別教育
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           広報誌「燕西蒲労災防だより」を毎月発行し、労働関係、労働安全衛生関
係
　　　　及び社会保険関係等について情報を提供するとともに人事・労務管理の改善を
　　　　促すため、各種相談に応ずる。

       (1) 広報活動と相談業務

　　５.家内労働対策事業の継続実施

　　　　　① 金属研磨作業者
     　 　② プレス作業者
      　　③ 有機溶剤取扱作業者
      　　④ 溶接作業者
 

　　　　当地の産業は、多くの家内労働者への業務委託によって成立しているところで
　　　あり、その労働災害防止と健康確保のため、主として次の業者を対象に個別巡回
　　　により安全衛生指導を実施する。

        なお、この事業は燕市との委託契約に基づき実施する。

　　４.安全衛生用品、図書の斡旋

　　６.その他の事業活動

      (1) 用品類－保護眼鏡、安全靴、防じんマスク、耳栓、各種標識等

        危険有害業務に対する保護具類についてメ－カ－との特約によるサ－ビス価格
　　　での斡旋並びに労働関係図書等のスピ－デ－な斡旋を行う。

　　　(2) 中央労働災害防止協会等の安全衛生関係図書、ポスタ－類等、その他労働関
　　　　　係の図書
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